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発行 滋賀県高速道路交通警察隊：滋賀県高速道路交通安全協議会

1 通 学 路 ・ 生 活 道 路 に お け る 子 ど も を 始 め と す る 歩 行 者 の 安 全 確 保
◎運転者は歩行者に対して「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持ちましょう。

◎信号無視による横断 、斜め横断、車両等の直前直後の横断、横断禁止

場所での横断は大変危険です。歩行者も交通ルールを守りましょう。

2 「 な が ら ス マ ホ 」 の 根 絶 や 歩 行 者 優 先 等 の 安 全 意 識 の 向 上
「ストップ！ながらスマホ！！」

◎ 「ながらスマホ 」は、周囲の危険を発見することができず、重大な事故に

つながる危険な行為です。少しくらいならと言う安易な気持ちはやめましょう。

3 自 転 車 ・ 特 定 小 型 原 動 機 付 自 転 車 の 交 通 ル ー ル の 理 解 ・ 遵 守 の 徹 底
◎４月１日から自転車の違反に対して交通反則通告制度（いわゆる青切符）

が適用されます。また、必ず保険に加入し、安全運転を心がけましょう。

「ヘルメットにより命が救われます！」必ず着用しましょう。

4 横 断 歩 道 利 用 者 フ ァ ー ス ト 運 動 の 推 進 （ 滋 賀 県 重 点 ）
◎運転者は、特に信号機のない横断歩道を渡ろうとする

歩行者を見たら、必ず停止して道を譲りましょう。

◎歩行者は、手をあげるなど横断の意思表示をし、停まって

くれた運転手に可能な限り感謝の意思を示しましょう。

運 動 の 期 間

運 動 の 重 点

令 和 ８ 年 ４ 月 ６ 日 （ 月 ）～ ４ 月 １ ５ 日 （ 水 ）
※４月１０日（金）は「交通事故死ゼロを目指す日」です



令 和 ８ 年 度 滋 賀 県 交 通 安 全 ス ロ ー ガ ン
◎先 ど う ぞ 近 江 の 道 の あ た た か さ

◎滋 賀 の 路 ス ピ ー ド ダ ウ ン で 視 野 ア ッ プ

◎ヘ ル メ ッ ト 命 を 守 る お く り も の

高速道路は、ルールとマナーを守ることによって、快適なドライブが待っていま

す。時間に余裕がないとイライラが募り思わぬ交通事故に発展します。安全運

転のポイントを守り、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないドライブを楽し

みましょう。

出発前の点検を！

高速道路での故障を未然に防止する

た め に 、 タ イ ヤ の 溝 の

深 さ 、 空 気 圧 の チ ェ ッ

ク 、冷却水やエンジンオ

イ ル 、 燃 料 の 残 量の確

認をしましょう。

安全速度を守る！

速度超過による事故

は重大事故に直結し

ます。安全な速度で目

的地へ向かいましょう。

渋滞時はハザードランプを点灯！

渋滞 を発見 し 、 低速走行や停止 をす

る場合は 、ハザー ド ラ ン プ を点灯 し 、後

続車に合図 し ま し ょ う 。 ま た 、 車間距離

は 常 に 意 識 的 に 長

め に 保 つ こ と が 大

切です。

駐停車は決められた場所で！

高速道路の路肩、サービスエリアの加速車

線・減速車線は駐停車禁止です。追突の危険

もあるため、休憩はサービス

エリアやパーキングエリア

でしましょう。

積み荷の落下に注意！

落下物は落とした人の責任です。 しっ

か り 固定 し 、 積み過 ぎは し な い ・ さ せ な

いよ う に し て出発 、 休

憩時には必ず積み荷

の 点 検 を し ま し ょ う 。

ストップ・居眠り運転！

高速道路の運転では単調な動作が

続 く こ と か ら 、 運 転 中 に 眠 気 を も よ お

し 、我慢したり 、漫然運転を続けたりす

るこ とが原因の追突事故などが発生し

てい ます 。 「 も う 少 し先

で 」 と 無 理 を せ ず 早 め

に Ｓ Ａ ・ Ｐ Ａ で 休憩 を取

りましょう。


